【ハラスメント防止対策〇×クイズ第２回解答】

Ｑ１　×
パワハラに該当する言動の内容やパワハラが起きた場合の対処方針を文書で定める必要はあるが，必ずしも就業規則に定める必要はない（-令和２年１月１５日厚労省告示第５号）。
なお，パワハラ防止措置については，中小企業は令和４年４月１日までの間は努力義務である。

Ｑ２　○
　　　なお，外部の機関に相談への対応を委託してもよい（令和２年１月１５日厚労省告示第５号）。

Ｑ３　×
　　　顧客からのクレーム等がパワハラに当たるかの判断は難しいことから，顧客からのパワハラを防止する措置については努力義務とされている。。

Q４　〇
労働施策総合推進法３３条１項，同２項。

